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第197号

2025年（令和7年）6月1日

ラベルバンク新聞

　2025年に入り、シンガポールと中国
で大きな食品表示基準改正がありまし
たが、今回は少し広めに各国の改正動向
について整理してみたいと思います。

＜米国＞
　2025年4月7日、米国アルコール・た
ばこ税貿易局（TTB）は、アルコール飲料
に対する表示基準改正案の意見募集期
間を延長することを公表しました。改正
案は、アルコール飲料への「アルコール
情報（1杯あたり含有量、熱量、栄養成分
量）」表示とアレルゲン表示の義務化に
関するものです。4月18日、米国食品安全
検査局（FSIS）は、米国食品医薬局（FDA）
のアレルゲン表示ガイダンス第5版（
2025年1月）に対応し、アレルゲン関連
のプログラムと文書を更新することを
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公表しました。アレルゲン表示対象の「木
の実」からココナッツが削除されます。ま
た5月8日、米国食品医薬局（FDA）は、容
器包装前面（FOP）栄養成分表示制度に
関する意見募集期間を延長することを
公表しました。

＜韓国＞
　2025年4月21日、韓国食品医薬品安
全処（MFDS）は「食品等の表示基準の一
部改正」を告示しました。消費者に直接
販売しない場合などに限り、外国語で表
示された輸出食品*にハングル表示事項
をステッカー貼付等による表示を許可
すること、栄養成分表示の義務対象拡大
などの改正がなされています。また1月
から2月にかけて、「食品等の表示・広告
に関する法律施行規則一部改正令（案）」
に対する意見募集がなされました。改正
案は、主にデジタル表示（原材料名、品目
報告番号等）に関する内容です。

＜タイ＞
2025年3月7日、タイ食品医薬局（FDA）
より、「栄養成分表示制度に関する草案」
に対する意見募集がなされました。栄養
成分表示の一部表示要件の改正と、GDA
（1日摂取目安量）形式による熱量、糖類、
脂質、ナトリウム量の表示基準の改正で
す。主に「色（文字色、背景色等）」に対す
る厳しい要件を見直す改正案となって
います。　また5月6日、タイFDAにより2
件（保健省告示第456号、第457号）の告
示があり、玄米粉、ゼリーなどの7つ個別
の表示基準の廃止と、製造、輸入および
流通が禁止される食品の指定（こんにゃ

くミニカップゼリーとそれに類するも
の）についての改正がなされました。

＜オーストラリア＞
　2025年4月7日、オーストラリア・
ニュージーランド食品基準局（FSANZ）
は、以下の3点の改正案を承認する通知
を公表しました（①ウズラ培養肉の新
規食品指定、②アルコール飲料への炭
水化物、糖類の表示、③アルコール飲料
への熱量の表示）。

また、シンガポールのFood Regulations
（4月2日記事）ではグルテンフリーの要
件が追加されていますが、その他にも
原材料名の表示に関する規則（第5条第
4項）でも改正がなされています。中国
のGB7718-2025およびGB 28050-2025
（5月7日記事）については、アレルゲン
表示の義務化、栄養成分表示の義務対
象成分の追加、無添加・不使用表示の
禁止など多くの改正がなされていま
す。

　日本の食品表示基準改正（4月2日記
事、2月6日記事）の動向とあわせて、こ
れら各国の改正動向についても目を通
しておかれるとよいと思います。

（川合）
*2025年6月24日修正

https://www.federalregister.gov/documents/2025/04/07/2025-05920/alcohol-facts-statements-in-the-labeling-of-wines-distilled-spirits-and-malt-beverages-and-major
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https://www.fda.gov/food/nutrition-food-labeling-and-critical-foods/front-package-nutrition-labeling
https://www.mfds.go.kr/brd/m_207/view.do?seq=15066&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1
https://www.moleg.go.kr/lawinfo/makingInfo.mo?lawSeq=81246&lawCd=0&&lawType=TYPE5&mid=a10104010000
https://food.fda.moph.go.th/press-release/hearing-gda-nl
https://food.fda.moph.go.th/press-release/in-force-456-457
https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/circulars/notification-circular-336-25
https://www.label-bank.co.jp/blog/foodlabel/202504gluten-free
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新訂2版 基礎からわかる

食品表示の法律・実務ガイドブック

　本年３月、消費者庁より「食品期限表示の設定のためのガ
イドライン」が改正されました。「食品ロス削減目標達成に
向けた施策パッケージ」（令和５年12月）において、旧ガイド
ライン（平成17年2月）を期限表示の設定根拠や安全係数の
設定等の実態を調査し、食品ロス削減の観点から見直すこ
とが示されたことが経緯です。

（１）消費期限又は賞味期限の設定
　実態調査において、消費期限と賞味期限の定義を考慮せ
ず、「5日＊」で区別する事例が認められたことから、定義に従
い食品の特性等を十分に考慮した上でどちらかを表示する
必要がある、としています。定義を考慮すると、消費期限は
微生物試験等の安全性に係る試験・検査の結果を優先して
設定する期限、賞味期限は理化学試験や官能検査等の品質
の試験・検査の結果を優先して設定する期限となります。
＊期限表示導入時（平成7年）に「5日」で区別する考え方が通知も平
成20年に解消済み。

（２）食品の特性等に応じた客観的な項目（指標）及び基準の
設定
　表示責任者は、安全性や品質等に関してその食品を最も
理解し、食品の特性や保存状態等を勘案して期限を設定す
るための客観的な項目（指標）及び基準を科学的・合理的に
自ら決定する必要がある、としています。実態調査では、食
品の特性にかかわらず一般的な衛生指標である「一般生菌
数」、「大腸菌群数」、「大腸菌数」等の項目を用いて評価し、必
要以上に短い期限設定をしている例が報告されました。
HACCPにより特定された危害要因を踏まえ、低温菌、嫌気性
菌などその食品に適切な項目（指標）を決定する必要があり
ます。

（３）食品の特性等に応じた「安全係数」の設定
　旧ガイドラインでは、食品の特性に応じ、１未満の安全係
数をかけて、客観的な項目（指標）において得られた期限よ
りも短い期間を設定することが基本とされ、旧食品表示基
準Ｑ＆Ａ（加工-22）では、安全係数は「品質のばらつき等が
少ないものは0.8以上を目安に設定する」とされていました。
しかし、実態調査では0.8未満に設定している品目が約4割
も存在し、安全性が十分に担保されている食品にもその特
性に応じることなく安全係数を設定している事例が認めら
れています。
　新ガイドラインでは安全係数が１未満であることは同様
も、食品の特性等によるが、安全係数は１に近づけること、
レトルトパウチ食品や缶詰等については安全係数を考慮す
る必要はないとされています。（新食品表示基準Q&A（期限（
事）-9））

（４）その他
　表示責任者は、消費者等から求められた際には、定められ
た方法に保存した場合にまだ食べることができる期限の目
安について、できる限り情報提供するよう努める、としてい
ます。

　本ガイドラインを期限表示の設定、食品ロスの削減等に
お役立てください。

（谷本）

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_250328_1029.pdf
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